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監査公表第１６号

平成２０年３月１８日監査公表第５号により公表した監査結果について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、福島県知事から次のとお

り措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

平成２０年８月１２日

福島県監査委員 小桧山 善 継

福島県監査委員 加 藤 雅 美

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

２ ０ 財 第 ７ ０ ５ 号

平成２０年５月３０日

福島県監査委員 小桧山 善 継

福島県監査委員 加 藤 雅 美
様

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

福島県知事 佐藤 雄平 印

行政監査の結果に係る措置状況について（通知）

平成２０年３月１２日付け１９福監第８１７号で報告のありましたこのことについて別紙

のとおり措置を講じましたので、地方自治法第１９９条第１２項の規定により通知します。
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別 紙

平成１９年度行政監査において措置を求める案件（知事部局）

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

第３ 監査の結果と意見

２ 団体に対する執務場所等の提供について

1) 行政財産の目的外使用許可等

（改善を要する事項）

ア 団体の専任職員が複数の団体を兼務する （県北調理師会）

場合であっても、それぞれの団体が使用許 平成２０年度においては、県北食品衛生協会及

可を受ける必要があることから、県は、当 び県北調理師会に対して指導を行い、それぞれの

該団体に対し使用許可の手続きを行うよ 団体より申請を受け、平成２０年４月１日付けで

う、指導すべきである。 使用許可を行った。

（県北保健福祉事務所）

３ 団体に対する県の人的支援について

2) 県職員の団体の役職員への就任・従事状

況

（改善又は検討を要する事項）

イ 近年の従事承認の手続きを書面上確認で 通知等により制度の周知を徹底する。

きなかった警察本部を始めとする各執行機

関等の管理者にあっては、改めて制度内容

を組織内に周知し、県職員が他団体事務に

従事する場合には、洩れなく、手続きが行

われるよう、徹底すべきである （人事Ｇ)。

ウ 社会経済情勢の変化に伴い、県の庁舎内 平成２０年度中に、全庁統一的な考えを踏ま

に事務局を置く任意団体が多種多様化し、 え、他団体事務従事承認に関する運用について改

県の業務との関係や県職員の支援について 正を検討する。

も様々な形態が見られる中で、本県では昭

和５２年以来、県職員が他団体の事務に従

事する場合には、一律、従事承認の手続き

を行うこととして運用されているが、現

在、その取扱いの基準に具体性を欠いてい

たり、実態を反映していない取扱いが見受

けられること、また、従事承認の手続きそ

のものが形骸化していると認められること

等から、取扱いの基準を見直し、実効性の

ある制度運用が図られるよう検討する必要

がある （人事Ｇ)。

４ 団体に対する県費支出事務等について

2) 県費支出事務

ア 補助金及び交付金の交付事務
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（改善を要する事項）

ｱ) 補助対象事業を、補助金交付要綱に明 （福島県交通安全母の会連絡協議会、福島県交通

確に規定すること （生活交通Ｇ） 対策協議会）。

補助対象事業を補助金交付要綱に明確に規定し

た。

ｲ) 県が再補助を必要と認める場合には、 （福島県交通対策協議会）

県の補助金交付要綱に規定して、適正に 再補助を認める旨、補助金交付要綱に明確に規

行うこと （生活交通Ｇ） 定した。。

ｳ) 補助事業等の実績に係る確認は、団体 （福島県クリーンふくしま運動推進協議会）

傘下の支部へ配分した予算の執行分も含 平成１９年度より、事業実績報告書に団体傘下

めて行うこと （一般廃棄物対策Ｇ） の支部へ配分した予算の執行状況を報告する欄を。

設け、実績確認を行うこととした。

ｴ) 県が交付金の再交付を必要と認める場 （福島県道路愛護会）

合は、県の交付金交付要綱に規定し、適 平成２０年度事業から、交付金交付要綱に再交

正に行うこと。また、県は、支部に配分 付に関する規定を追加するとともに、交付申請書

した交付金に係る事業実績について充分 や実績報告書に支部の活動内容を詳細に記載させ

な確認を行うこと （道路企画Ｇ） ることにより、活動内容の的確な把握に努めるこ。

ととする。

イ 負担金の支出事務

（改善を要する事項）

県は、負担金の支出に当たり、その必要性 （福島県広報協会）

に ついて十分検討し、適切に対応するこ 県の支出に関する重要な意思決定に当たって

と （県政広報Ｇ) は、指摘の点を十分に踏まえ、適切に対応するこ。

ととしたい（なお、当該負担金については、平成

１９年度より予算計上していない 。。）

3) 繰越金の状況

（検討を要する事項）

県が厳しい財政運営を強いられている中、 各種団体への負担金、補助金等の財政的支援の

多額の繰越金を有する団体が見受けられる実 あり方については、平成１６年度に全庁的に見直

態を踏まえ、県は、財政的支援を受ける団体 しを実施するとともに、毎年度の事業評価や予算

の繰越金の保有状況等を検証し、負担金、補 査定の際に各部局に対して見直しを求めてきたと

助金等の財政的支援のあり方を検討すべきで ころであるが、厳しい財政状況を踏まえ、スプリ

ある （財政Ｇ) ングレヴュー等での一層の見直しを行う。。

６ 団体に対する県の支援等のあり方につい

て

3) 今後の県の支援等の必要性

（検討を要する事項）

ア 結果のアに掲げる９団体については、事 （福島県少年婦人防火委員会）

実上休眠状態にあったり、主たる構成員が 平成２０年度中を目処に廃止の方向で検討中で
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共通して、事業活動に類似性を有する団体 ある （消防保安課）。

が他に存在したり、また、事務局の移管が

相当であると認められる団体があることか （福島県徳農会）

ら、県は、改めて今後の県の支援等のあり 役員会(平成20年3月13日)において事務局機能を

方を検討し、団体に対して必要な指導、要 会員に移管することが了承された （農業振興課）。

請を行うべきである。(消防保安G、普及教

育G、流通消費G、会津地方振興局、県中農 （福島県米消費拡大推進連絡会議）

林事務所田村農業普及所、県南農林事務 今後、団体設立の趣旨を踏まえながら、団体の

所、会津農林事務所、会津農林事務所会津 運営方法、県の果たすべき役割、支援の在り方等

坂下農業普及所) について、検討することとする （農産物流通課）。

（福島県市町村選挙管理委員会連合会会津支部）

平成１９年１２月１９日開催の当支部臨時総会

において、県の関与の在り方、団体運営の簡素効

率化を踏まえ、連合会本部への統合を含めた当会

の見直し検討を連合会本部へ要請する旨の議決を

行った。このことについては、連合会各支部にお

いても共通の課題として取り組まれており、連合

会各支部においても、同様の議決を行っている。

これを受けて、連合会本部は、支部を廃止する

ことととし、連合会役員会、総会に提案する予定

である （会津地方振興局）。

（田村の若い「農」ネットワーク）

総会（平成20年2月26日）において事務局機能を

会員に移管することが了承された （県中農林事務。

所田村農業普及所）

（東西しらかわ青年農業者連絡協議会）

総会(平成20年3月18日)において事務局機能を会

員に移管することが了承された （県南農林事務。

所）

（会津方部青年農業士連絡協議会及びあいづ農業

青年クラブ）

それぞれ総会 （平成20年3月21日、平成20年3月

26日）において団体の実態にあわせ規約の改正を

行い、事務局の所在を会長宅とした （会津農林事。

務所）

（会津坂下地方生活研究グループ連絡協議会）

総会（平成20年3月4日）において事務局機能を

会員に移管することが了承された （会津農林事務。

所会津坂下農業普及所）
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イ 結果のイに掲げる４団体については、活 （福島県道路愛護会）

動実態を見ると、活動の必要性が認められ 平成２０年度の事業実施までに、道路愛護会の

るものの県の事務と渾然一体として処理さ 活動と県の道路愛護関連事業を明確に区別し、道

れているもの、活動内容が乏しいもの、活 路愛護会の活動内容及び組織運営体制について整

動内容が設立目的から変容しているもの等 理するよう指導する （道路計画課）。

が見受けられることから、県は、各団体に

対し、現在の活動実態を踏まえて、今後の （ 新時代の浜街道』連携推進協議会）『

会の活動のあり方・進め方等について改め 本会の設立目的である「陸前浜街道周辺地域の

て検討するよう、必要な指導、要請を行う 交流・連携を促進し、地域振興に寄与すること」

べきある。(道路企画G、高速道路G、県南 に則り、宮城県や関係市町村・商工団体等会員相

保健福祉事務所) 互の連携の強化や活動内容の充実を図るよう指導

する （高速道路室）。

（県南地区民生委員協議会長連絡会）

今後の活動のあり方・進め方については、県内

他地域の民生委員協議会長連絡会の活動等を参考

にして、平成２０年度の当会の総会において検討

するよう要請する （県南保健福祉事務所）。

ウ 今回の監査では、監査の対象とした60団 平成２０年度中に任意団体に対する県の適切な

体のうち２割を越える13団体に対して、県 支援のあり方を総合的に審査・検証するための基

の支援等のあり方について何らかの検討や 本的考え方を整理する。

見直しを求めたところであるが、このよう

な監査結果となった要因として、行政財産

の目的外使用許可や他団体事務の従事承認

等団体に対する支援等に関し必要な申請等

の手続き指導や審査については関係する部

局が個々に行うものの、総合的に任意団体

への支援等の必要性の検討を行っていない

ことや、また、団体が設立されて、ひとた

び県の各種支援等が認められると、それ以

降の県の支援等に関する審査が形式的にな

り、県の牽制機能が十分に発揮されていな

いことが挙げられるのではないかと思われ

る。

よって、団体を所管する所属において、

適宜、支援のあり方について検証・検討す

ることは勿論のこと、県は、団体の設立目

的や取り組む事業、県施策との関連性など

を踏まえながら、設立時や設立後一定の期

間経過後に、任意団体に対する県の適切な

支援のあり方を総合的に審査・検証する仕

組みについて検討すべきである。(行政経

営G)
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監査公表第１７号

平成２０年３月１８日監査公表第５号により公表した監査結果について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、福島県教育委員会委員長から

次のとおり措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

平成２０年８月１２日

福島県監査委員 小桧山 善 継

福島県監査委員 加 藤 雅 美

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

２ ０ 教 財 第 １ ８ ５ 号

平成２０年５月３０日

福島県監査委員 小桧山 善 継

福島県監査委員 加 藤 雅 美
様

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

福島県教育委員会委員長 印

行政監査の結果に係る措置状況について（通知）

平成２０年３月１２日付け１９福監第８１７号で報告のありました行政監査の結果につい

ては、別紙のとおり措置しましたので、地方自治法第１９９条第１２項の規定により通知し

ます。
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別 紙

平成１９年度行政監査において措置を求める案件（教育庁）

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

第３ 監査の結果と意見

２ 団体に対する執務場所等の提供について

1) 行政財産の目的外使用許可等

（改善を要する事項）

イ 県は、規約で定めている場所を事務局と 福島県バレーボール協会事務局へ改善すべく指

するよう指導すべきである。なお、団体の 導を行い、平成２０年４月１日より事務局所在地

全ての事務を県職員が行うために占用面積 を規約第２条による理事長の自宅へと変更した。

が発生せず、使用許可を受ける必要がない

団体であっても、県は、県の庁舎内に事務

局を置くことの是非を検討のうえ、適切に

対処すべきである （福島 工業高等学校）。

３ 団体に対する県の人的支援について

2) 県職員の団体の役職員への就任・従事状

況

（改善又は検討を要する事項）

ア 県職員が他団体事務に従事する場合、営 平成２０年３月１０日付け１９教振第８４１号

利企業等従事の許可を受けなければ報酬を 「他の団体の事務への従事にかかる手続等の取扱

得ることができないことから、県は、改め いについて（通知 」により、全ての県立学校に対）

て職員へ制度の周知を図る必要がある。 して指導するとともに周知した。

（郡山東高等学校） なお、当該校においては、平成２０年３月２４

日の職員会議において制度の周知を図り、平成

２０年４月１日付けで届出を受け、すみやかに手

続きを行った。

イ 近年の従事承認の手続きを書面上確認で 上記前段のとおり措置した。

きなかった警察本部を始めとする各執行機

関等の管理者にあっては、改めて制度内容

を組織内に周知し、県職員が他団体事務に

従事する場合には、洩れなく、手続きが行

われるよう、徹底すべきである。

（教育庁総務企画Ｇ)
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監査公表第１８号

平成２０年３月１８日監査公表第５号により公表した監査結果について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定に基づき、福島県公安委員会委員長から

次のとおり措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。

平成２０年８月１２日

福島県監査委員 小桧山 善 継

福島県監査委員 加 藤 雅 美

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

福公委(会)第１０７号

平成２０年５月２９日

福島県監査委員 小桧山 善 継

福島県監査委員 加 藤 雅 美
様

福島県監査委員 野 崎 直 実

福島県監査委員 髙 野 宏 之

福島県公安委員会委員長 印

行政監査の結果に係る措置状況について（通知）

平成２０年３月１２日付け１９福監第８１７号で報告のありました行政監査の結果につい

ては、別紙のとおり措置しましたので地方自治法第１９９条第１２項の規定により通知しま

す。
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別 紙

平成19年度行政監査において措置を求める案件(警察本部)

措 置 状 況監 査 委 員 所 見

第３ 監査の結果と意見

２ 団体に対する執務場所等の提供について

行政財産の目的外使用許可等1)

(改善を要する事項)

ア 団体の専任職員が複数の団体を兼務する場 団体の専任職員が複数の団体を兼務する場合に

合であっても、それぞれの団体が使用許可を は、それぞれの団体から使用許可の申請を受け、

受ける必要があることから、県は、当該団体 許可をすることとしました。

に対し使用許可の手続きを行うよう、指導す

べきである。(白河警察署)

３ 団体に対する県の人的支援について

2) 県職員の団体の役職員への就任・従事状況

(改善又は検討を要する事項)

イ 近年の従事承認の手続きを書面上確認でき 他団体事務に従事する場合の手続きについて、

なかった警察本部を始めとする各執行機関等 「職員が公益法人等の役職員等へ就任する場合の

の管理者にあっては、改めて制度内容を組織 事務手続について(通達)」により、周知徹底を図

内に周知し、県職員が他団体事務に従事する りました。

場合には、漏れなく、手続きが行われるよ

う、徹底すべきである。(警務課)

６ 団体に対する県の支援等のあり方について

3) 今後の県の支援等の必要性

(検討を要する事項)

イ 結果のイに掲げる４団体については、活動 本年度の定期総会で解散に関する議題を提案す

実態を見ると、活動の必要性が認められるも る予定となっております。

のの県の事務と渾然一体として処理されるも

の、活動内容が乏しいもの、活動内容が設立

目的にから変容しているもの等が見受けられ

ることから、県は、各団体に対し、現在の活

動実態を踏まえて、今後の会の活動のあり方

・進め方等について改めて検討するよう、必

要な指導、要請を行うべきである。

(棚倉警察署)


